
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区は、大山町ピッコロ・スクエア周辺地区第一種市街地再開発事業および関連する都市計画（地区計画、

高度利用地区、高度地区、防火地域及び準防火地域）の素案を作成し、令和 3 年 7 月に地域の皆さまへご

案内しました。 

そしてこの度、大山町ピッコロ・スクエア周辺地区都市計画（原案）がまとまりましたので、上記日時に

て説明会を行います。 
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大山町ピッコロ・スクエア周辺地区の
都市計画（原案）説明会を行います 

【１日目】  

●日時：令和３年９月１６日（木）  
午後６時から午後７時 30 分まで（受付：午後５時 40 分から）  

●場所：板橋区立文化会館  小ホール  

【２日目】  

●日時：令和３年９月１９日（日）  
午前 10 時から午前 11 時 30 分まで（受付：午前９時 40 分から）  

●場所：板橋区立グリーンホール  １階ホール  

※両日とも同じ内容ですが、開催日によって場所が異なりますので、  

ご注意下さい。会場の場所は、裏面の案内図をご覧下さい。  

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点より、会場の定員に達した際には、 

受付を終了させていただく場合がございます。 

板橋区 まちづくり推進室 まちづくり調整課 令和３年９月発行 
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板橋区ホームページより「大山町ピッコロ・スクエア周辺地区」で検索いただくと、 

情報をご覧になれます。 
 
大山町ピッコロ・スクエア周辺地区 

 

新型コロナウイルスの感染拡大の状況により説明会延期や別途対策させていただく場合がござ

います。説明会を延期する場合などは、随時、区公式ホームページ内の「大山町ピッコロ・スク

エア周辺地区」に掲載いたします。 

 また、説明会に参加される際は、マスクの着用をお願いするとともに、発熱等の体調不安がみ

られる場合には、参加をお控えいただきますようお願い申し上げます。 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う説明会延期・対策などの情報提供について 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】  
 板橋区 まちづくり推進室 まちづくり調整課 大山まちづくり第一係 

住 所：〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目 66 番 1 号（北館５階 13 番窓口） 
ＴＥＬ： 03（ 3579） 2449 ／  ＦＡＸ： 03（ 3579） 5437 
E メール： m-omachi1@city. i tabash i . tokyo. jp  

会 場 案 内 図

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京

都縮尺 2,500 分の１地形図を利用して作成した

ものである。（承認番号）３都市基交著第６５号 

東京都健康長寿 

医療センター 

板橋第一中学校 

クローバー 

のさと 

板橋第六 

小学校 
大山町ピッコロ・スクエア周辺地区 

第一種市街地再開発事業の区域 

大山駅西地区地区計画の区域 

※今回の説明会の案内周知は、大山駅西地区地区計画の区域全域を対象としています。 
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【１日目】 
９月１６日（木）の会場 

都市計画（原案）の公告･縦覧、意見書の提出について 

（１）縦覧期間   ：9 月 13 日(月)～9 月 27 日(月) 
（２）意見書提出期間：9 月 13 日(月)～10 月 4 日(月) 必着 
（３）縦覧・意見書提出場所：板橋区役所 まちづくり推進室 まちづくり調整課 

（北館 5 階 13 番窓口） 
※記入事項 ①表題（例：都市計画原案に対する意見書） ②宛先（板橋区長宛て） 

③日付・住所・氏名（法人の場合は名称と代表者氏名） ）・電話番号 

④意見をする該当地及び都市計画原案の内容（都市計画原案の内容の例：東京都市計画【大山 

駅西地区地区計画の変更】） 

⑤大山駅西地区地区計画区域内に権利をお持ちの土地や建物の所在地（区域内に権利をお持ち 

の方はご記入下さい） 

       ⑥意見の内容・主旨 

※提出方法 まちづくり調整課へ直接、郵送、FAX または E メールにてご提出ください。（下記のお問 

い合わせ先を参照） 

※今回の説明会及び縦覧等は、都市計画法第 16 条第 1 項または第 2 項に基づく都市計画手続きとなります。 

※地区計画に関する意見書は、大山駅西地区地区計画区域内に土地や建物の権利（所有権、賃借権など）を 

お持ちの方のみ提出することができます。 


